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(57)【要約】
　マイクロ流体チップは、例えば、ＰＣＲのように、化
学又は生化学反応のために、流体を入れる１つ又は複数
の反応室を含む。非接触熱源は、熱源が反応室又は流体
に接触しないように反応室及び流体を加熱する。熱源は
、反応室及び流体を別々に加熱することができ、反応室
及び流体は、熱源からの熱放射を別々に吸収する。温度
センサは、反応室及び流体の温度を取得する。制御回路
は、反応室の加熱及び非加熱の間で熱源をサイクルする
流体と、温度センサにより取得された温度に基づく流体
と、における反応のために、サイクリングプロファイル
に従って熱源を制御する。冷却は、受動的又は能動的に
提供されることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体を入れる反応室と、
　前記反応室及び前記流体を加熱する非接触熱源であって、前記熱源は、前記反応室又は
前記流体と接触せず、且つ、前記反応室及び前記流体は、前記熱源からの熱放射を別々に
吸収する、非接触熱源と、
　前記反応室及び／又は前記流体の温度を取得する温度センサと、
　前記反応室の加熱及び非加熱の間で前記熱源をサイクルする流体と、前記温度センサに
より取得された前記温度に基づく流体と、における化学又は生化学反応のために、サイク
リングプロファイルに従って前記熱源を制御するように構成された制御回路と、
　を具備する装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、複数の他の反応室と共に前記反応室を含むマイクロ流
路チップをさらに含む、装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置であって、
　前記熱源は、前記反応室毎に非接触熱の出力を含み、
　前記温度センサは、前記反応室毎に個別の温度を取得し、且つ、
　前記制御回路は、前記温度センサ及び前記サイクリングプロファイルにより取得された
各々の温度に基づいて、前記反応室毎に独立して前記熱源を制御する、装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の装置であって、前記熱源は、１つ又は複数の赤外線レーザを含む、装
置。
【請求項５】
　請求項４に記載の装置であって、前記マイクロ流路チップは、シクロオレフィンコポリ
マー（ＣＯＣ）を含む、装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の装置であって、前記１つ又は複数の赤外線レーザは、１７２０ｎｍ＋
／－１０ｎｍの中心波長で動作する、装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置であって、前記温度センサは、前記反応室又は前記流体と接触し
ない非接触センサである、装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の装置であって、前記温度センサは、１つ又は複数の高温計、又は、１
つ又は複数の赤外線カメラである、装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の装置であって、前記サイクリングプロファイルは、以下のステップ
（ａ）　第１速度で第１温度まで加熱すること、
（ｂ）　前記第１温度を第１保持時間保持すること、
（ｃ）　第２速度で第２温度まで冷却すること、
（ｄ）　前記第２温度を第２保持時間保持すること、
（ｅ）　第３速度で第３温度まで加熱すること、且つ、
（ｆ）　前記第３温度を第３保持時間保持すること、
　を含む、装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の装置であって、前記サイクリングプロファイルにおいて、ステップ（
ａ）～（ｆ）は、所定のサイクル数だけ繰り返される、装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の装置であって、前記サイクルの最後の１つにおいて、前記第３温度
は、前記第３保持時間よりも長い最終延長時間保持される、装置。
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【請求項１２】
　請求項１１に記載の装置であって、前記サイクリングプロファイルは、前記サイクルの
最初の１つにおける前記ステップ（ａ）の前に、変性温度を変性時間保持する変性ステッ
プを含む、装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の装置であって、前記制御回路は、以下の条件
　前記流体の量＜１０ｍｌ
　前記所定のサイクル数＝２０～３５
　前記第１温度＝５０～９６℃
　前記第１保持時間＝２～２０秒
　前記第１速度＝＞－２℃／ｓ
　前記第２温度＝５０～９６℃
　前記第２保持時間＝５～６０秒
　前記第２速度＜－１℃／ｓ
　前記第３温度＝５０～９６℃
　前記第３保持時間＝５～６０秒
　前記第３速度＝＞２℃／ｓ、且つ、
　前記最終延長時間＝１～１５分
を満たすようなサイクリングプロファイルに従って前記熱源を制御するように構成される
、装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の装置であって、前記制御回路は、以下の条件
　変性温度＝５０～９６℃、且つ、
　変性時間は、６０秒と等しい又は６０秒以上である、
　を満たすようなサイクリングプロファイルに従って前記熱源を制御するように構成され
る、装置。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の装置であって、前記制御回路は、以下の条件
　前記流体の量＜１０ｍｌ
　前記所定のサイクル数は、約２７である、
　前記第１温度は、約９５℃である、
　前記第１保持時間は、約５秒である、
　前記第１速度は、約＞３℃／ｓである
　前記第２温度は、約６０℃である、
　前記第２保持時間は、約１０秒である、
　前記第２速度は、約－２．１℃／ｓである、
　前記第３温度は、約７２℃である、
　前記第３保持時間＝５～６０秒である、
　前記第３保持時間は、約１０秒である、且つ、
　前記第３速度は、約３．７℃／ｓである、
　を満たすようなサイクリングプロファイルに従って前記熱源を制御するように構成され
る、装置。
【請求項１６】
　請求項１２に記載の装置であって、前記制御回路は、以下の条件
　前記第１温度は、前記第２温度及び前記第３温度よりも高い、
　前記第３温度は、前記第２温度よりも高い、且つ、
　前記第１保持時間は、前記第２保持時間及び前記第３保持時間よりも短い、
　を満たすようなサイクリングプロファイルに従って前記熱源を制御するように構成され
る、装置。
【請求項１７】
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　請求項１に記載の装置であって、
　前記反応室及び／又は前記流体を冷却するための能動又は受動冷却器をさらに備え、
　前記能動的な冷却器が提供されるときに、前記制御回路が、前記サイクリングプロファ
イルに従って冷却を提供するために前記能動的な冷却器を制御するように構成される、装
置。
【請求項１８】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記熱源は、ＩＲ（赤外線）光源と、前記反応室及び前記流体を加熱するために前記Ｉ
Ｒ光源から前記反応室及び前記流体に前記ＩＲ光を出力するための光ファイバチャンネル
と、を有し、
　前記光ファイバチャンネルは、出力端に矯正レンズを有する、装置。
【請求項１９】
　反応のための方法は、
　制御回路により制御すること、流体を含み前記反応が起こる反応室を、前記反応室又は
前記流体の温度を感知することに基づいたサイクリングプロファイルに従って、加熱し及
び冷却すること、を有し、前記サイクリングプロファイルは、
　（ａ）　第１速度で第１温度まで加熱すること、
　（ｂ）　前記第１温度を第１保持時間保持すること、
　（ｃ）　第２速度で第２温度まで冷却すること、
　（ｄ）　前記第２温度を第２保持時間保持すること、
　（ｅ）　第３速度で第３温度まで加熱すること、且つ、
　（ｆ）　前記第３温度を第３保持時間保持すること、
　を含む。
【請求項２０】
　制御回路により実行されたとき、前記制御回路に請求項１９に従って前記方法を実行さ
せるコンピュータ実行可能命令を有する非一過性のコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ポリメラーゼ連鎖反応法（ＰＣＲ）は、生化学研究施設で利用するプロセスであって、
Ｔａｑポリメラーゼのようなポリメラーゼ酵素を使用してオリゴヌクレオチドを複製する
。ＰＣＲは、オリゴヌクレオチド、特にＤＮＡの迅速な複製を可能にする。このため、オ
リゴヌクレオチドの単一コピーは、さらなる操作又は分析を可能にする膨大な量に変換さ
れることができる。ＰＣＲプロセスは、対象オリゴヌクレオチドの複製を可能にするため
、２つ又は３つの温度の間で繰り返し反応混合物の温度をサイクルする。各サイクルは、
対象オリゴマー配列の数を倍増することができる。ＰＣＲ技術は、オリゴヌクレオチド又
はオリゴリボヌクレオチドの単一分子を約１０６から約１０９倍程度に増幅することがで
きる。別の試験ステップは、増幅されたオリゴヌクレオチドを検出することを含むことが
できる。参照により本明細書に組み込まれる米国特許公報第７９５５８４０号を参照。
【０００２】
　米国特許公報第５５８９１３６号（Ｎｏｒｔｈｒｕｐ、Ｒａｙｍｏｎｄ　Ｐ．Ｍａｒｉ
ｅｌｌａ他。１９９６）に開示されているＭＡＴＣＩ装置は、熱サイクル及び分析にモジ
ュラーアプローチを使用する、自動化ＰＣＲ装置である。本明細書に参考として組み込ま
れるこの特許では、それぞれの反応は、それ自体の熱サイクルスリーブで実行され、各ス
リーブは、自身と関連する光学励起源及び蛍光検出器を有する。熱サイクルスリーブの低
熱質量は、ＭＡＴＣＩ装置に非常に高速な熱サイクルを実現させる。サンプルは、最大３
０℃／秒の速度で加熱され、且つ、５℃／秒程度の速度で冷却される。
【０００３】
　２つの他の市販のシステムは、ＧＥＮＥＸＰＥＲＴ（セファイド、カリフォルニア州サ
ニーベール）及びＲＡＺＯＲ（アイダホテクノロジー社）の商品名で販売され、使い捨て
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の流体カートリッジを使用し、それぞれが機器に位置する固体ヒータと密接に接触させる
ために圧力下で膨張する柔軟な反応室を含む（Ｐｅｔｅｒｓｅｎ、ＭｃＭｉｌｌａｎ他。
１９９９）。ＲＡＺＯＲは、柔軟な流体ポーチ及びポーチの中に反応スラグを移動させる
アクチュエータを使用する。ポーチの反応ゾーンの壁は、２つの固体のヒータと密接に接
触する。両方の場合において、ヒータは固体であり、使い捨てカートリッジ又はポーチは
、１つ又はそれ以上の反応ゾーンを有し、それぞれのゾーンはヒータと熱接触するための
薄くフレキシブルな壁を有している。別の技術では、Ａｋｏｎｎｉバイオシステムズ社（
フレデリックスバーグ、メリーランド州）によりＴＲＵＤＩＡＧＮＯＳＩＳＴＭ及びＴＲ
ＵＡＲＲＡＹＴＭの商品名で販売され、指の爪のサイズのマイクロアレイに配列された数
百の分子バイオセンサーを使用することにより、一度に数百もの疾患マーカー用サンプル
を迅速に検査する。サンプルは、マイクロ流体チャネルを使用して配列を介して運ばれる
。Ａｋｏｎｎｉバイオシステムズ技術は、３０分未満で正確な診断結果を提供することが
でき、情報に基づき時宜を得た治療法の決定を支援する。
【発明の概要】
【０００４】
　本開示の一実施態様による装置は、流体を入れる反応室と、反応室及び流体を加熱する
非接触熱源であって、熱源は、反応室又は流体と接触せず、且つ、反応室及び流体は、熱
源からの熱放射を別々に吸収する、非接触熱源と、
　反応室及び／又は流体の温度を取得する温度センサと、反応室の加熱及び非加熱の間で
熱源をサイクルする流体と、温度センサにより取得された温度に基づく流体と、における
化学又は生化学反応のために、サイクリングプロファイルに従って熱源を制御するように
構成された制御回路と、を具備する。
【０００５】
　反応室の材料は、熱源による流体の加熱とは別に熱源により著しく加熱されることがで
きる。
【０００６】
　複数の他の反応室と共に反応室を含むマイクロ流路チップは、含まれることができる。
【０００７】
　熱源は、反応室毎に非接触熱の出力を含み、
　温度センサは、反応室毎に個別の温度を取得し、且つ、
　制御回路は、温度センサ及びサイクリングプロファイルにより取得された各々の温度に
基づいて、反応室毎に独立して熱源を制御する。
【０００８】
　熱源は、１つ又は複数の赤外線レーザを含む。
　マイクロ流路チップは、シクロオレフィンコポリマー（ＣＯＣ）を含む。
　１つ又は複数の赤外線レーザは、１７２０ｎｍ＋／－１０ｎｍの中心波長で動作するこ
とができる。
　温度センサは、反応室又は流体と接触しない非接触センサであることができる。
【０００９】
　温度センサは、１つ又は複数の高温計、又は、１つ又は複数の赤外線カメラを含むこと
ができる。
【００１０】
　サイクリングプロファイルは、以下のステップ（ａ）　第１速度で第１温度まで加熱す
ること、（ｂ）　第１温度を第１保持時間保持すること、（ｃ）　第２速度で第２温度ま
で冷却すること、（ｄ）　第２温度を第２保持時間保持すること、（ｅ）　第３速度で第
３温度まで加熱すること、且つ、（ｆ）　第３温度を第３保持時間保持すること、を含む
ことができる。
【００１１】
　サイクリングプロファイルにおいて、ステップ（ａ）～（ｆ）は、所定のサイクル数だ
け繰り返されることができる。
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【００１２】
　サイクルの最後の１つにおいて、第３温度は、第３保持時間よりも長い最終延長時間保
持することができる。
【００１３】
　サイクリングプロファイルは、サイクルの最初の１つにおけるステップ（ａ）の前に、
変性温度を変性時間保持する変性ステップを含むことができる。
【００１４】
　制御回路は、以下の条件を満たすようなサイクリングプロファイルに従って熱源を制御
することができる。流体の量＜１０ｍｌ。所定のサイクル数＝２０～３５。第１温度＝５
０～９６℃。第１保持時間＝２～２０秒。第１速度＝＞－３℃／ｓ。第２温度＝５０～９
６℃。第２保持時間＝５～２０秒。第２速度＜－２℃／ｓ。第３温度＝５０～９６℃。第
３保持時間＝５～２０秒。第３速度＝＞３℃／ｓ。及び、最終延長時間＝２～１５分。
【００１５】
　制御回路は、以下の条件を満たすようなサイクリングプロファイルに従って熱源を制御
することができる。変性温度＝５０～９６℃。及び、変性時間は、６０秒と等しい又は６
０秒以上である。
【００１６】
　制御回路は、以下の条件を満たすようなサイクリングプロファイルに従って熱源を制御
することができる。流体の量＜１０ｍｌ。所定のサイクル数は、約２７である。第１温度
は、約９５℃である。第１保持時間は、約５秒である。第１速度は、約＞３℃／ｓである
。第２温度は、約６０℃である。第２保持時間は、約１０秒である。第２速度は、約－２
．１℃／ｓである。第３温度は、約７２℃である。第３保持時間＝１０秒である。第３保
持時間は、約１０秒である。及び、第３速度は、約３．７℃／ｓである。いくつかの実施
形態において、これらの値は、近似値又は平均値とすることができる。
【００１７】
　また、制御回路は、以下の条件を満たすようなサイクリングプロファイルに従って熱源
を制御することができる。流体の量＜１０ｍｌ。所定のサイクル数は、約２７である。第
１温度は、約９４℃である。第１保持時間は、約１０秒である。第１速度は、約＞３℃／
ｓである。第２温度は、約５９℃である。第２保持時間は、約４０秒である。第２速度は
、約－２℃／ｓである。いくつかの実施形態において、これらの値は、近似値又は平均値
とすることができる。
【００１８】
　ある実施形態において、制御回路は、以下の条件を満たすようなサイクリングプロファ
イルに従って熱源を制御することができる。第１温度は、第２温度及び第３温度よりも高
い。第３温度は、第２温度よりも高い。及び、第１保持時間は、第２保持時間よりも短く
、及び、第３保持時間よりも短い又は同じである。
【００１９】
　反応室及び／又は流体を冷却するための能動冷却器を備えることができ、制御回路は、
サイクリングプロファイルに従って冷却を提供するために能動的な冷却器を制御すること
ができる。
【００２０】
　熱源は、ＩＲ（赤外線）光源と、反応室及び流体を加熱するためにＩＲ光源から反応室
及び流体にＩＲ光を出力するための光ファイバチャンネルと、を有し、光ファイバチャン
ネルは、出力端に矯正レンズを有することができる。
【００２１】
　反応（例、ＰＣＲ反応）のための方法は、制御回路により制御すること、流体を含み反
応が起こる反応室を、反応室又は流体の温度を感知することに基づいたサイクリングプロ
ファイルに従って、加熱し及び冷却すること、を有することができ、サイクリングプロフ
ァイルは、（ａ）　第１速度で第１温度まで加熱すること、（ｂ）　第１温度を第１保持
時間保持すること、（ｃ）　第２速度で第２温度まで冷却すること、（ｄ）　第２温度を
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第２保持時間保持すること、（ｅ）　第３速度で第３温度まで加熱すること、且つ、（ｆ
）　第３温度を第３保持時間保持すること、を含む。
【００２２】
　制御回路により実行されたとき、方法を実行させるコンピュータ実行可能命令を有する
非一過性のコンピュータ可読媒体。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】コンピュータ、熱源、温度センサ及びチップを含むシステムの概略図である。
【図２】水の赤外線（ＩＲ）吸収スペクトルを示す図である。
【図３】シクロオレフィンコポリマー（ＣＯＣ）のＩＲ吸収スペクトルを示す図である。
【図４Ａ】ポリエチレンのＩＲ吸収スペクトルを示す図である。
【図４Ｂ】ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）のＩＲ吸収スペクトルを示す図である。
【図４Ｃ】ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）のＩＲ吸収スペクトルを示す図である
。
【図５】抽出、反応、貯蔵、廃棄、反応及び分離のためのチャンネルを含むチャンネル及
び反応室を含む例示的な統合マイクロ流体チップを示す図である。
【図６】図５の反応室を概略的に示す図である。
【図７Ａ】ＩＲレーザ源を介して重合体ポリメラーゼ連鎖反応マイクロデバイスを示す図
である。
【図７Ｂ】図７ＡのＩＲレーザ源のヒートマップを示す図である。
【図８】（Ａ）～（Ｆ）は、カートリッジ／反応室の組に指向した２つの異なる波長を用
いる熱シミュレーションを示す図である。
【図９】例示的な処理のアルゴリズムフローチャートである。
【図１０】例示的な処理システム又はコンピュータを概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図中、参照番号は、複数の図を通して同一又は対応する部分を指す。さらに、本明細書
で使用される単語“ａ”、“ａｎ”などは、特に明記しない限り、「１つ又は複数」の一
般的な意味を持つ。図面は、別段の指定がない限り、一定の縮尺で描かれる。
【００２５】
　さらに、「約」、「およそ」、「周り」のような用語及び類似の用語は、一般に２０％
、１０％又は好ましくは５％のマージン内での識別値を含む範囲を参照する。また、この
用語は、２、１若しくは０．５℃、１、２若しくは５秒又は１若しくは０．５℃／秒のマ
ージン内での識別値を含む範囲を参照する。
【００２６】
　例示的な実施形態の概要
　遺伝情報は、個人のアイデンティティ及び生物の種類を確立するために使用することが
でき、ＰＣＲは非常に少量のサンプルから分析可能な量の遺伝物質を生成することが可能
である。多くの技術は、分析的及び法医学的作業へのＰＣＲの応用（時には増幅と呼ばれ
る）を容易にするために存在する。具体的には、身元不明の遺体及び犯罪者を特定するた
めのＰＣＲの使用は、法執行機関及び軍で広く使用される。また、国防及び国土安全保障
についてのＰＣＲの適用は、生体防御開発が活発な分野である。また、医師や病院は、次
の手順でＰＣＲ技術を使用することができる。上気道、腸管又はＳＴＤ感染に関連する複
数の感染症の血液、唾液又は尿サンプルをスクリーニングする。感染症は、抗生物質に対
して耐性であるか否かを判定する。感染は、ウイルス又は細菌であるか否かを判定する。
副作用に対する個々の反応性を特定する。がんの種類（例えば、乳癌、前立腺癌、卵巣癌
又は膵臓癌）を診断する。アルツハイマー病に対する個体の素因を特定する。このリスト
は包括的ではない。自動化された携帯型ＰＣＲ装置／デバイスは、遠隔地の現場で少量の
サンプル濃度を処理することができ、研究者及び医療従事者に分析データを提供する。
【００２７】
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　ＰＣＲ処理の間の基本動作は、熱サイクルである。すなわち、反応温度の上昇及び低下
は、増幅処理を有効にし、反応混合物の温度を約６０℃及び約９５℃の間で２０回又はそ
れ以上も混合する。別の実施形態では、反応混合物は、約６０℃及び約９５℃の間で、５
０回又はそれ以上も混合される。熱サイクルは、４つの区分を持つことができる。第１温
度でサンプルを加熱する。サンプルを第１温度に維持する。より低い温度までサンプルを
冷却する。そして温度を低い温度に維持する。
【００２８】
　従来のＰＣＲ機器は、増幅のためのサンプル及び必要な試薬を含有する９６ほどの円錐
形の反応管を保持するアルミニウムブロックを使用することができる。ブロックは、しば
しばペルティエ加熱／冷却装置又は閉ループ液体加熱／冷却システムのいずれかを使用し
てＰＣＲ増幅処理の間に加熱され及び冷却される。システム内では、チャネルを介して流
れる液体がアルミニウムブロック内に封じ込まれている。しかし、アルミニウムブロック
の大きな質量及びアルミニウムの導電率は、加熱及び冷却の速度を毎秒約１℃に制限する
ことができる。結果として、５０サイクルのＰＣＲ増幅処理は、少なくとも約２時間要す
る。例えば、米国特許公報第７９５５８４０号を参照。
【００２９】
　さらに、アルミニウムブロックの冷却速度は、加熱速度よりも著しく遅い。加熱速度及
び冷却速度の間の非対称性は、ＰＣＲ処理の効率を低下させる。例えば、不要な副反応は
、両極端の温度の間で生じる可能性があり、所望のＰＣＲ反応に必要な試薬を消費するい
わゆる「プライマーダイマー」及び異常増幅産物のような不要なＤＮＡ産物を生成する。
また、他の処理、例えば、リガンド結合（有機又は酵素）は、不均一な温度の下で不要な
副反応を起こし、しばしば分析の質を下げる。これらの理由から、ＰＣＲ法及び同様の生
化学反応処理の最適化は、中間温度で最小限の時間を費やして、所望の最適な反応温度に
可能な限り迅速に達することが必要である。したがって、反応物を含む反応槽は、リアル
タイムの光学測定を可能にして、且つ、種々のサンプル量を許容するために、加熱及び冷
却速度を最適化するように設計されなければならない。例えば、米国特許公報第７９５５
８４０号を参照。
【００３０】
　さらに、熱サイクルを扱うための従来のアプローチは、使い捨てコンポーネントの、機
器ハードウェアとの十分な熱接触を生成するための柔軟性に応じて、制限される。具体的
には、所望のサイクル性能を提供する方法及び装置は、特別な反応室の材料に頼ることな
く、コスト削減及び大幅な効率化を約束する。
【００３１】
　ＰＣＲ反応は、研究、生物医学、人間の識別及びその他で使用されるように、完了まで
に数時間を要する。本開示によれば、反応混合物の温度サイクリングのための効率的な方
法は、反応を加速させ、必要な反応時間を４５分又は未満に低減させることができる。こ
のような効率的な方法は、急速サーモサイクリングと称され、本明細書に記載の例示的な
実施形態の少なくともいくつかに従って、非接触の赤外線（ＩＲ）加熱により提供するこ
とができる。
【００３２】
　ＩＲ加熱は、ＩＲレーザにより提供されることができ、サイクリングパラメータの精度
及び制御の例外的なレベルを提供することができる。しかしながら、熱駆動型反応が各熱
サイクルで完全に起こるように、反応室における熱分布は、均一且つ厳密に制御されるこ
とが望ましい。
【００３３】
　本開示による例示的な実施形態は、特に、反応室の周囲に十分に分布するＩＲレーザの
ような非接触源からの熱を確保する新規な方法を提供できるため、最適な反応条件が達成
される。反応物及び溶液を均一に加熱するための戦略がなければ、温度勾配が反応室内で
発生する可能性があり、不完全又は非効率的な反応をもたらし、より遅い熱サイクルを要
し得る。
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【００３４】
　例示的な実施形態によれば、電磁波源の波長は、反応室及びその反応室の内容物の両方
により吸収されるように選択され且つ最適化される。反応室材料及び反応室内の反応物／
溶媒からの熱吸収とともに、反応物の間で温度が均一に分散されるため、それらが一様に
反応する。反応室の具体例は、例えば、ゼオンケミカルＬＰの登録商標であるゼオノアの
ように、シクロオレフィンコポリマー（ＣＯＣ）から作られたマイクロ流体チップ内にあ
り、そのチップには、緩衝溶液中にマイクロリットルレベルの量のポリメラーゼ連鎖反応
（ＰＣＲ）反応物を含む。非接触ＩＲレーザは、特定の温度又はＰＣＲ反応を進めるため
に必要な特定の温度（複数）にまで反応室を加熱するために使用される。基板と接触しな
い高温計は、反応室の温度を監視し、ＩＲレーザへの電力を調整し且つ制御するために使
用されるコンピュータに温度測定値を送信するために使用されることができる。
【００３５】
　本開示による例示的な実装は、次のような利点を提供することができる。（１）加熱用
の接触手段を置き換えて温度サイクルに対する十分な制御を提供し、（２）表面対体積比
が大きく、小容量である場合、溶液自体をより効率的に加熱することで、熱は、溶液から
隣接する室材料へ急速に逃げる。溶液及び反応室を同時に加熱することで、温度勾配をよ
り効果的に回避する。
【００３６】
　導入
　例えば、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）及びマイクロ流体工学であるマイクロ総合
分析システムにおいて、正確且つ迅速な熱サイクルを実施するための方法、プロセス、手
順、システム、装置及び構成要素が、本明細書に記載される。また、基板（又は他の反応
部位）に接触していない放射源により反応室を急速に加熱及び冷却するためのカートリッ
ジ及び計器システム内の正確な装置のアーキテクチャ及び特徴は、本明細書に記載される
。本明細書に記載の例示的な実施形態は、マイクロメートルレベルの空間精度が要求され
るユーザ操作装置において迅速且つ効率的な温度制御のために好適である。
【００３７】
　本開示の態様は、生物学的分析のための反応室の非接触加熱に関する。また、本開示の
態様は、核酸分析のためのマイクロ流体に関する。さらに、本開示の態様は、マイクロ流
体チップにおける非接触熱サイクルに関する。
【００３８】
　本開示の態様は、メソスケール及びマイクロスケールでの化学的及び生化学的反応のた
めの迅速な熱伝達を提供可能にする。従来、反応室は、接触及び非接触手段の両方により
加熱することができる。非接触手段は、熱サイクルのために潜在的により迅速、正確且つ
制御された方法を可能とする。
【００３９】
　マイクロ流体チップは、法医学、診断、環境モニタリング及び他のあらゆる分野に広く
適用される。チップは、一般に、鑑定用に対象ＤＮＡを増幅するためにＰＣＲ反応を使用
する。ＤＮＡは、ヒト、動物、細菌、真菌、ウイルス又はＤＮＡを含む任意の生物からで
あってもよい。これらのチップ及びチップと接続する器具は、少量のサンプル、ひいては
検出用に少量のＤＮＡを使用し、ＤＮＡの対象配列を分析することができるようにＰＣＲ
技術を用いてＤＮＡを急速に増幅することを意図する。
【００４０】
　ＰＣＲ法は、一般に、対象ＤＮＡを増幅するために、周期的な方法での温度変化を必要
とする。温度変化は、サイクル内でＤＮＡ配列を融解、アニーリング及び拡張することを
促進し、迅速に増幅させる。
【００４１】
　多くの異なる化学的、生化学的及び他の反応は、温度変化に敏感である。遺伝子増幅の
領域における熱プロセスの例としては、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、サンガー配列
決定等があるが、これらに限定されない。複数のサンプルを熱処理する時間及びコストを
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削減するための１つのアプローチは、１つのサンプル又は異なる複数のサンプルの異なる
部分を同時に処理することができる複数のチャンバを含む装置を使用する。チャンバとチ
ャンバの間の正確な温度制御、比較可能な温度遷移速度及び／又は温度間の迅速な遷移を
要する可能性があるいくつかの反応の例は、例えば、遺伝暗号の解読を助ける核酸サンプ
ルの操作を含む。核酸操作の技術は、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）のような増幅方法
、自己持続配列複製（３ＳＲ）及び鎖置換増幅（ＳＤＡ）のような対象ポリヌクレオチド
増幅方法、「分枝鎖」ＤＮＡ増幅のような対象ポリヌクレオチドに付着した信号の増幅に
基づく方法、リガーゼ連鎖反応（ＬＣＲ）及びＱＢレプリカーゼ増幅（ＱＢＲ）のような
プローブＤＮＡの増幅に基づく方法、ライゲーション活性化転写（ＬＡＴ）及び核酸配列
ベースの増幅（ＮＡＳＢＡ）のような転写ベースの方法、修復連鎖反応（ＲＣＲ）及びサ
イクリングプローブ反応（ＣＰＲ）のようなあらゆる他の増幅方法を含む。核酸操作技術
の他の例は、例えば、サンガー配列決定、リガンド結合アッセイ等を含む。
【００４２】
　熱サイクルを達成するための物理的方法は、ＰＣＲサイクル時間を可能な限り短くする
ために開発されてきた。マイクロ流体チップを含み及び除く両方の方法の、熱サイクルの
ためのあらゆる方法がある。２つの筐体を物理的に接触して置き、サイクルする温度を変
更するペルチェ加熱のような接触方法がある。本開示によれば別の方法は、非接触加熱で
あって、ここにおいて、この非接触加熱では、サイクルされる試薬及びサンプルを含む身
体に光学的又は放射線の他の光源がある距離から向けられる。この非接触方法は、より迅
速な熱サイクル及びより著しい加熱勾配を含む様々な理由のため、接触方法に勝る利点を
提供することができる。
【００４３】
　反応室の冷却は、能動的又は受動的とすることができる。能動的な冷却機構は、ファン
又は他の非接触方法を含むことができる。また、ペルチェ又はヒートシンクのような接触
型冷却方法が利用可能である。非接触型加熱方法で達成可能な利点は、能動的な冷却には
必要ないが、利用される余地があることである。基板は、他の材料と熱導通してもよく、
熱源がオフのときに受動的に熱分散を行ってもよい。
【００４４】
　光源からの非接触加熱で対処する問題は、サンプル領域における適切な熱伝達の提供で
ある。液体サンプルを保持する基板は、液体サンプル中の特定の均一温度を達成する試行
にとって悪影響となり得る。液体又は液体の成分が効率的に加熱される波長のみに熱源が
同調される場合、チャンバの材料は、液体サンプルからの熱を分散させうる。
【００４５】
　反応物又は分析要素の熱制御は、電気抵抗ヒータ、ペルチェ加熱及び冷却細胞、空気ヒ
ータ又は赤外線ヒータのようなヒータを使用して、カートリッジのバルク加熱を介して達
成することができる。このようなバルク加熱システムは、通常は大規模であり、膨大なエ
ネルギー供給を有する。現在、多くのマイクロ流体装置は、ベンチトップに設置する。本
開示の態様によれば、手持ち、携帯可能なサイズの装置を可能にさせるスペース効率のよ
い装置又は小型化された装置が提供される。このような装置は、ベンチトップシステムよ
りも比較的小さい容積を要求できる。このようなシステムの容積は、１０－１及び１０－

３マイクロリットルの間の範囲にある。ポータブル機器は、血液サンプルのような１～５
マイクロリットルのアッセイ要素、及び／又は試薬のような１００～５００マイクロリッ
トルのアッセイ要素の容積を加熱することができる。温度制御ゾーンに加熱される容積を
制限することは、要求される熱の量を減少させ、局所的な加熱を容易にさせる。
【００４６】
　センサは、メソスケール及びマイクロスケール分析装置で使用することができる。エネ
ルギーが物体から放射されると、放射エネルギーは、オブジェクトの温度を決定させる様
々な実施形態に従って使用することができる。エネルギーは、可視光スペクトル又は非可
視光スペクトル内にある。エネルギーは、センサ内で検出器に当たり、反応が生じること
で、検出器から出力される電気信号を生じさせる。電気出力は、従来の高温計又は他の温
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度感知技術に従って温度を測定するために、処理（例えば、必要に応じて増幅及び／又は
線形化）可能な信号とすることができる。
【００４７】
　本開示に関連する回路、信号処理システム、温度センサ、ヒータ及び関連する装置は、
米国特許公報第４６３２９０８号（Ｓｃｈｕｌｔｚ、１９８６）、第５２３２６６７号（
Ｈｉｅｂ及びＢｌｏｍｂｅｒｇ、１９９３）、第５６５３５３７号（Ｉｇｎａｔｏｗｉｃ
ｚ他、１９９７）、第５８８２９０３号（Ａｎｄｒｅｖｓｋｉ他、１９９９）、第５５３
９６７３号（Ｃｈａｒｍ他、１９９６）及び第６０２２１４１号（Ｂａｓｓ、２０００）
に記載され、参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。
【００４８】
　本開示に関連する化学的／生化学反応室内で液体のみを加熱する電磁放射を使用する方
法は、米国特許公報第６２１０８８２号及び第６４１３７６６号（Ｌａｎｄｅｒｓ他、２
００１、２００２）に記載され、それら全体が本明細書に組み込まれる。これらの特許は
、不均一に加熱することにより、サンプル内の温度勾配及び不完全な反応を引き起こす非
接触加熱方法を記載する。
【００４９】
　この開示に関連するさらなる方法は、米国特許公報第６８３３５３６号、第７１７３２
１８号、第７２９４８１２号及び第８００７７３３号（Ｓｈｉｇｅｕｒａ、２００４；　
Ｓｈｉｇｅｕｒａ、法定代理人及びＳｈｉｇｅｕｒａ、故人、２００７ａ、２００７ｂ、
Ｓｈｉｇｅｕｒａ及びＳｈｉｇｅｕｒａ、２０１１）に記載され、その全体が本明細書に
組み込まれる。これらの特許は、基板との相互作用を回避することで不均一な加熱を引き
起こす非接触温度感知による非接触加熱方法を記載する。
【００５０】
　米国特許公報第７３４４８９４号（Ｇｒｅｅｎｓｔｅｉｎ他、２００８）には、その全
体が本明細書に組み込まれ、装置は、非接触方法で加熱し、サンプル用に均一又は十分な
加熱領域を作ることに失敗したことが記載されている。
【００５１】
　米国特許公報第７３４８１８２号（Ｍａｒｔｉｎ及びＳａｕｌ、２００８）には、その
全体が本明細書に組み込まれ、この方法は、ホットスポットの影響を受けやすく、導波管
を要し、不均一な加熱となることが記載されている。
【００５２】
　米国特許公報第７５１７６９２号（Ｔａｇｕｃｈｉ及びＫｉｔａｍｕｒａ、２００９）
には、反応室は、非接触手段により加熱されるが、精度又は細部といった点を達成せず、
均一で、制御された加熱を達成することに失敗している。
【００５３】
　例示的実施形態の詳細な考察
　本明細書で論じる例示的実施形態によれば、サンプルを保持するチャンバ及びサンプル
のために光媒介非接触加熱を適切にチューニングすることを達成することができる。マイ
クロ流体反応室では、サンプルは非常に小さい（マイクロリットルからナノリットル）容
積であり、反応室の表面と熱接触する。このような少量のサンプルは、単位体積当たりの
表面積の比率が高いことと、反応室を構成する基板材料が液体サンプルよりも大きいヒー
トシンクであるという事実とが原因で、反応室とサンプルの界面付近に温度勾配を発生さ
せる。反応室は、ガラス、プラスチック、シリコン、セラミック、石英又は他のポリマー
基材（例えば、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリエチレン、シクロオ
レフィン又はポリジメチルシロキサン）を含むが、これらに限定されず、多様な材料であ
ってもよい。基板は、ポリ（シクロオレフィン）又はシクロオレフィンコポリマーである
ことが好ましい。材料は、サンプルを収容するいかなる反応室を補填し得るが、これは特
にマイクロ流体チップに適用可能である。あらゆる流体処理コンポーネントは、マイクロ
流体チップ上のマイクロチャンネルにより連結される。チャネル寸法の範囲は、長さ約１
０ｍｍから約８０ｍｍのマイクロチャネル及び約１０ｕｍから約２００ｕｍ幅のマイクロ
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チャネルを含むことができる。
【００５４】
　液体サンプルと材料の間の界面は、接触していない又は材料から離れたサンプルの部分
とは異なる熱特性を有するので、任意の材料のチャンバにおいて液体を直接加熱すること
は、全ての液体サンプルの温度の均一性を制限する。サンプル内の反応を非効率的にさせ
る温度勾配がある。
【００５５】
　解決策は、液体及びチャンバ材料の両方において、温度変化及び熱流を同時に推進させ
ることである。少量のサンプル及び小さなチャンバでは、マイクロ流体チップで見られる
ように、チャンバ材料及び周囲の材料の表面積及び体積は、熱接触を介して液体サンプル
を目標温度にすることで足りる。容積に対する表面積が大きいチャンバでは、熱源により
チャンバ材料を効率的に加熱することが最も効率的である。加熱されたチャンバ材料は、
効率的且つ均一にサンプル容量を加熱する。
【００５６】
　放射熱源は、種々の異なる熱源の１つであって、赤外線（ＩＲ）レーザ、ＩＲダイオー
ド、ＬＥＤ、面発光レーザ又はマイクロ波源を含むが、これらに限定されない。
【００５７】
　様々な実施形態には、化学的又は生化学反応室用の非接触放射ヒータ及び非接触温度セ
ンサを含むシステムを含む。ヒータは、例えば、約０．７マイクロメートル又はそれ以上
、又は、約１．５マイクロメートル又はそれ以上の波長を有する放射線を放出するように
設計することができる。ヒータは、例えば、レーザ光源又はハロゲン光源とすることがで
きる。センサは、反応室に接触することなく、反応室から放出された放射エネルギーを検
出することができる。様々な実施形態によれば、センサは、例えば、約５マイクロメート
ルから約１５マイクロメートルの波長のように、約２マイクロメートルから約２０マイク
ロメートルの波長を有する放射エネルギーを検出することができる。センサは、例えば、
１つ又は複数の非接触赤外線高温計とすることができる。また、センサは、１つ又は複数
の赤外線カメラとすることができる。
【００５８】
　様々な実施形態によれば、非接触加熱及び温度感知システムは、化学反応室内の温度を
調節するために提供される。反応室は、基板内に形成され又は固着され、固定され、設置
され又は他の方法で基板の表面又はホルダーに装着又は接続される。
【００５９】
　様々な実施形態によれば、非接触放射エネルギー源は、反応領域を加熱して、化学的及
び／又は生化学的反応を生じさせる又は促進するために使用される。反応領域は、ポリメ
ラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）装置、医療診断装置、ＤＮＡ抽出装置、タンパク質又は血液ガ
ス分析器又は他の機器などの分析機器の範囲内とすることができる。エネルギー源は、所
望の反応又は所望の反応速度を達成するために十分な波長を有するエネルギーを放射する
ように設計可能である。例えば、エネルギー源は、少なくとも約０．７マイクロメートル
の波長を有するエネルギーを放射することができるが、これに限定されない。
【００６０】
　多くのＤＮＡ増幅法は、ＰＣＲ又は等温法を含むこの装置のために使用することができ
る。レーザによる基板の加熱を介してのＤＮＡ拡張は、有用なアプリケーションである。
【００６１】
　本開示の態様は、１つのプロセスで例示され、抽出及び増幅プロセスが単一の閉塞した
チャンバの反応と複合される。このアプローチは、自動化装置の設計及び動作を単純化し
、サンプルの完全性を維持するため、好ましい。しかしながら、他の例示的実施形態によ
れば、この方法は必須ではない。この例では、参照により本明細書に組み込まれる米国特
許出願公報２０１０／０４１０５６号（Ｋｉｎｎｏｎ及びＳａｕｌ、２０１０）に記載の
組合せ抽出ＰＣＲ法を利用することができる。全ての反応のために単一のチャンバを使用
できることは、流体運動の必要性を大幅に低減することにより、装置の設計を簡素化し、
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故障率と運転時間を減少させる。
【００６２】
　温度が範囲内に正確に制御されるために、チップ、熱源及び感知源を含むシステムは、
コンピュータ制御されてもよい。
【００６３】
　チップは、同じ電力、同じ速度で又は異なる速度、電力若しくは温度レベルで加熱され
る複数のチャネルを有してもよい。
【００６４】
　反応室は、圧縮空気又はファンにより能動的に冷却されてもよく、又は、チャンバから
の自然放射損失により受動的に冷却されてもよい。
【００６５】
　チップ又はカートリッジは、機器をサンプルに適合するように、静的又は所定の位置に
保持されてもよく、又は、チャンバ及びサンプルが放射線又は冷却流路で移動又は回転さ
れるように、円形のデザインであってもよい。チップ又はカートリッジは、１～２０のチ
ャネルを有してもよい。いくつかの実施形態では、２０チャネル以上を有してもよい。
【００６６】
　図面を参照すると、図１は、コンピュータによるフィードバック制御を用いる４つのチ
ャネルチップのための熱源、チップ及びセンサを含むシステムを示す図である。４つのチ
ャネルチップは、単に例示であり、他の数のチャネル又は単一のチャネルを利用すること
ができる。
【００６７】
　図１において、コンピュータは、レーザ光源のような第１熱源と、高温計のような温度
センサと、データケーブルで接続される。この特定の例示的実施形態では、チップが４つ
のチャネル（及び４つの反応室）を有するため、第１の熱源は、コンピュータにより独立
して制御される４つの熱出力を有し、アルゴリズムルーチンを介して自動的に又はユーザ
入力に基づくいずれかにより、４つの反応室を一対一に対応して加熱する。さらに、チッ
プが４つのチャネルを有するため、温度センサは、各反応室の温度を個別に収集する検出
器を有する。
【００６８】
　さらなる実施形態では、第２熱源が提供され、コンピュータに接続される。第２熱源は
、４つの反応室のそれぞれに対して４つの出力（第１熱源の場合と同様に一対一に対応）
を有することができる。第２熱源は、第１熱源とは異なる波長で反応室を加熱することが
できる。さらに、追加の熱源は、異なる波長で動作する対応の出力により提供されること
ができる。
【００６９】
　各々の熱源は、コンピュータに繋がれ、各反応室を基準に独立して制御することができ
る。例示的な実施形態では、各々の熱源は、異なる波長の光を出力するレーザ光源である
。さらに、複数の温度センサは、反応室及び／又はチップの異なる部分を監視するために
提供可能である。
【００７０】
　サンプルを加熱するために使用される光の波長は、チャンバ材料及び液体サンプルを同
時に加熱するため、１つ又は複数の最適な波長に調整することができる。具体的には、１
つの波長は、チャンバ材料及び液体サンプルの両方を同時に加熱するために使用すること
ができ、又は、２つ又はそれ以上の波長は、チャンバ材料及び液体サンプルを同時に加熱
するために使用することができる。２つ又はそれ以上の波長が使用される場合、各波長は
、チャンバ材料及び液体サンプルのうち１つのみに最適化されることができ、又は、同時
に使用される場合、各波長は、波長により結果として得られた加熱がチャンバ材料及び液
体サンプルの間で均一な温度上昇を提供するように選択されることができる。このような
実施形態では、複数の波長のうち第１波長は、チャンバ材料及び液体サンプルのうち一方
を加熱することができる。一方で、複数の波長のうち第２波長は、チャンバ材料及び液体
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サンプルのうち他方を加熱することができる。さらに、第１波長は、チャンバ材料及び液
体サンプルの他方よりも強い程度でチャンバ材料及び液体サンプルのうち一方を加熱する
ことができ、第２波長は、チャンバ材料及び液体サンプルの他方をチャンバ材料及び液体
サンプルのうち一方よりも強い程度で加熱することができる。波長は、吸収特性及び加熱
される材料／液体の容積に基づいて異なる電力レベルで出力されることができる。
【００７１】
　２つ又はそれ以上の波長は、例えば、２つ又はそれ以上の別個のレーザ光源により生成
されることができる。２つ又はそれ以上の別個のレーザ光源の出力は、光ファイバ結合器
により、対象／サンプル／反応室への出力経路を提供する単一の光ファイバケーブルと共
に連動することができる。
【００７２】
　チャンバは、マイクロ流体チップ上に設けることができ、熱源は、赤外線レーザのよう
な赤外線源とすることができる。基板の材料は、ＣＯＣ（シクロオレフィンコポリマー）
又はＣＯＰ（シクロオレフィンポリマー）とすることができる。この材料は、反応室用又
はチップ全体用の材料とすることができる。液体サンプルは、チャンバ内でＤＮＡ増幅を
実行するためのＤＮＡ及びＰＣＲ試薬を含むサンプルとすることができる。チャンバ及び
液体サンプルの加熱は、３℃／秒という低い速度から１００℃／秒の速度までチャンバ内
で急速にＰＣＲを十分に動作させるために効率的であることができる。全ての熱サイクル
は、約２０秒で完了することができる。しかし、特定の実施形態で所望される場合は、例
えば、出力電力を制限することにより、より遅い速度で達成される。
【００７３】
　熱源は、放射源と称されることができ、ＣＯＣ基板材料及び液体サンプルの主要部分を
構成する水により即時に吸収される１７２０ｎｍの波長に同調されたレーザとすることが
できる。吸収される放射線の割合は、全断面の材料／物質のそれぞれの厚さに依存する。
図３は、ＣＯＣ内の光の吸収におけるスペクトルデータを示し、図２は、同様に水の場合
を示す。ＣＯＣの厚さは、データが示す２ｍｍである。１７２０ｎｍでは、光の約２０％
が透過し、約０．２３／ｍｍが吸収される。水は、約５．７／ｃｍ又は０．５７／ｍｍの
吸収を示す。これらの寸法で、水はＣＯＣ基板と比べて約２倍の光エネルギーを吸収する
が、既定の反応室の容積（約１．３５マイクロリットル）を、ＣＯＣ材料が加熱された容
積と比べると実質的により多くＣＯＣが存在する。
【００７４】
　基板材料は、光又は熱を大幅に吸収するように選択されるので、基板（すなわち、反応
室）自体は、熱源による流体の加熱とは別に、熱源により加熱される。「大幅に」が意図
することは、基板材料は、反応室内で流体と同様の方法で加熱され、それ自体が流体と同
様の方法で加熱されることなく単に光又は熱を流体に伝えないということである。
【００７５】
　この例での冷却は、温度を低下させる必要があるときに、放射線源がオフにされる点で
受動的である。代替的な実施形態は、各チャンバ用に能動的な冷却のための小さなファン
を含む。このようなファン又は放射線源のオフは、温度センサから温度データを受け取る
コンピュータにより制御可能であり、検出温度を閾値と比較することができ、検出温度に
基づいて設定温度又は温度範囲を維持することができる。
【００７６】
　反応室は、抽出、増幅及び分離モジュール（領域、物理的構造）を含むことができる統
合されたチップ上に提供されることができる。記載された反応室は、ＤＮＡ増幅のためで
あり、プライマー、試薬及び抽出されたＤＮＡを含む。
【００７７】
　例示的な実施形態によれば、ＩＲレーザ源は、反応室から２１ｍｍ又はそれ以上離れて
おり、４つの光チャンネルに分離され、４つのマイクロ流体チャンネルチップ上に各チャ
ンネルが１つある。ＩＲレーザ源及び反応室の間の典型的な距離は２５．４０ｍｍ（１．
０００インチ）、３２．３３ミリ（１．２７３インチ）及び３４．８７ミリ（１．３７３
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インチ）である。反応室及び基板を覆う対応レーザスポットは、直径が約６．７ｍｍであ
る。しかし、他のレーザスポットが実現されることができる。
【００７８】
　ＩＲレーザ源は、４（又はそれ以上）の光チャネルが、それぞれの反応室の位置で基盤
に対して実質的に垂直になるように、配置することができる。また、チャネルは、比較的
小さい角度の傾斜とすることができる。非接触温度センサは、法線に対する角度で提供す
ることができる。角度は、３０°～６０°又は４５°の間とすることができる。別個の非
接触温度センサチャネルは、各反応室のそれぞれに提供することができる。非接触温度セ
ンサ（又はそのチャネル）は、それぞれの反応室から１５ｍｍ（０．５９０インチ）離れ
て提供することができる。
【００７９】
　チップのための基板は、ポリマー又は他の材料であってもよい。加熱の波長は、図１に
よれば、（ａ）水の吸光度、（ｂ）選択された光源の発光波長及び（ｃ）基板材料の吸光
度を含む範囲と重なるように選択される。例えば、各材料の吸光度スペクトルは、図中に
示される。図３は、ＣＯＣ及びＣＯＰ（ゼオネックスＴＭ、ゼオノアＴＭ、トパスＴＭ、
アペルＴＭ、アートンＴＭの名の下で提供）を示す。図４Ａは、ポリエチレンを示す。図
４Ｂは、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）を示す。図４Ｃは、ポリメチルメタクリレ
ート（ＰＭＭＡ）を示す。
【００８０】
　図５は、抽出、反応、保管、廃棄、反応及び分離のためのチャネルを含むチャネルと統
合した例示的なマイクロ流体チップを示す。反応室は、反応室６００とラベル付けされる
。図６は、例示的な測定値を有する反応室６００の拡大図を描く。図５及び図６は、縮尺
で描かれる。反応室６００は、長さ３．５６ｍｍ及び幅１．２１ｍｍで体積が約１．３５
マイクロリットルであり、楕円形状を有する。
【００８１】
　図７Ａは、ＩＲレーザが覆うポリマーマイクロ装置内でＩＲ媒介ＰＣＲを実行するポリ
マーＰＣＲマイクロ流体装置７００の上面図である。図７Ａに示すように、マイクロデバ
イス７００は、１つ又は複数の反応室７０２、１つ又は複数のＩＲレーザ（又はレーザ出
力）７０４及び１つ又は複数の非接触温度センサ７０６を含む。ＩＲレーザは、加熱する
ために使用され、コンピュータを介した非接触温度感知方法で制御される。図７Ｂのヒー
トマップに示すように、ＩＲレーザ源は、ＰＣＲの反応室を取り囲む小さな領域を加熱す
る。図７Ｂは、赤外線カメラで撮影したヒートマップである。
【００８２】
　従来のサーマルサイクラーを用いて得られた温度サイクルプロファイルは、図７ＡのＩ
Ｒレーザシステムを用いて増幅後に得られる温度サイクルプロファイルと比較された。マ
イクロ流体ＰＣＲ増幅及び小さな反応容量（～１μＬ）のための図７ＡのＩＲレーザシス
テムの使用は、総増幅時間を６倍をも短縮させる。
【００８３】
　図８（Ａ）～（Ｆ）は、カートリッジ／チャンバの組に指向させる異なる２つの波長を
用いた熱シミュレーションの比較を示す。図８（Ａ）～（Ｃ）は、１７２０ｎｍの波長の
放射線を用いたチャンバ領域への熱の影響を示し、図８（Ｄ）～（Ｆ）は、１９３０ｎｍ
の波長の放射線を用いた熱の影響を示す。シミュレーションにおける温度範囲は、室温（
２３℃）から９５℃であり、本実施形態で使用されるＰＣＲ技術の熱サイクルプロセスの
ピーク温度である。他の温度は、他の技術に利用することができ、本開示の教示は、本明
細書で論じた温度に限定されない。
【００８４】
　シミュレーションは、１０秒を超える。図８（Ａ）及び８（Ｄ）は、１７２０ｎｍ及び
１９３０ｎｍのレーザで、それぞれが時間＝０の時点である。ゼオネックスＣＯＣにおけ
る基板。図８（Ｂ）及び８（Ｅ）は、時間＝５秒の時点である。図８（Ｃ）及び８（Ｆ）
は、時間＝１０秒の時点である。これらの図は、液体サンプル及びチャンバ材料（１７２
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０ｎｍ）の両方を含む広い領域にわたる熱分布と、液体サンプル（１９３０ｎｍ）中に局
在する狭い熱分布との差を示す。より広い熱分布を有するチャンバは、液体サンプル内で
、非効率で且つ不完全な反応を生じさせる可能性がある温度勾配の危険性をより低くする
。
【００８５】
　本開示によるマイクロ流体チップは、同じチップ上でＰＣＲによる検出、抽出、ＰＣＲ
及び同じチップ上で分離又は抽出、ＰＣＲ、分離及び検出を実行するために、チップに含
まれる全てのサンプル材料と完全に統合されることができる。
【００８６】
　非接触加熱は、非接触温度検知と組み合わせることができる。
【００８７】
　レーザ光源からのレーザ光は、光ファイバチャネルを介して送信されることができる。
各チャネル用に別々の光源が使用されることができ、又は、単一の光源がいくつかのチャ
ンネルソースに分割されることができる。
【００８８】
　レーザ出力は、すべてのチャネルを均一にするために、矯正レンズを用いることができ
る。ここで、光ファイバレーザは、レンズを用いて調整され、このレンズは、開口数を０
．２２から、チップにおけるスポットサイズの直径、～６．７ｍｍと関連する、１６．７
７度である光学系の先端からフルアングルまで、減少させる。
【００８９】
　本明細書中に記載の実施形態は、能動的な冷却を用いる又は用いないことができる。
【００９０】
　いくつかの実施形態において、レーザ源／出力は、これらの特定の要件及び設計特徴の
うち１つ又は複数を有してもよい。個別にアドレス指定可能及び制御可能な４つのチャネ
ル。１０ｎｍ未満のスペクトル幅を有し、中心波長１７２０ｎｍ＋／－１０ｎｍの波長で
の出力光電力。総光出力電力最小４ワットのために、各チャネルの最小電力出力１．０ワ
ット。及び、０．２０＋／－０．０２の開口数を有するファイバ口からの光であって、フ
ァイバからの電力強度のプロファイルが途中で最大となり、且つ、プロファイルが略中央
でほぼ一定であり、その後、最後まで一貫して減少する。
【００９１】
　チャンバは、１００～１００００ナノリットルの間で様々な容積を有してもよい。
　チャンバに通じるチャンネルは、様々なアーキテクチャとすることができる。
　加熱速度は、広い範囲で提供することができる。
　完全なハードウェアの代わりに、光ファイバケーブルを使用し、スペースを節約するこ
とができる。
【００９２】
　したがって、光を発生させるためのハードウェアは、光の出力から離れて位置すること
ができる。熱センサ（例えば、高温計）は、故に、レーザをチャンバの同じ側に含ませる
ことができる。これにより、完全な検出装置がよりコンパクトになり、小型化が容易にな
る。
【００９３】
　チップは、多数のチャネル及び多数の独立した反応室を有することができる。１～２０
別個であるが、各チップ上にある独立の反応用に反復されたチャンネルとすることができ
る。独立の反応毎に複数のチャネルとすることができる。
【００９４】
　サンプル混合物は、１つ又は複数の核酸分子を含むことができ、二本鎖（ｄｓ）ＤＮＡ
、一本鎖（ｓｓ）ＤＮＡ及びＲＮＡから構成されるグループから選択される。
【００９５】
　システムは、次の仕様で構成されることができる。
【００９６】
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　流体及び周囲に含有する材料の微小サンプルの加熱に使用するＩＲ光源モジュールは、
ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）プロセスにおいて使用することができる。ＩＲモジュー
ルには、電力及び制御信号が供給される。ＩＲモジュールには、チャネル毎に光ファイバ
ケーブルから出力する個別にアドレス指定可能／制御可能な４つのチャンネルを備えるこ
とができる。
【００９７】
　ＩＲ光源モジュールは、制御電子機器、光源、熱管理、光学及び光ファイバ配信の組み
合わせである。このモジュールは、完全なフィールド交換可能ユニット（ＦＲＵ）を形成
する自己完結型のユニットである。ＩＲ光源モジュールは、電力を光パワーに変換する。
各チャンネルは、デジタル制御可能であり、選択的に有効／無効にして、それぞれのチャ
ネルをアクティブ／非アクティブにすることができる。各チャネルは、アナログ又はデジ
タルの入力を提供されることができ、それぞれのチャネルの出力電力を制御する。
【００９８】
　ＩＲ光源モジュールは、次の外部機能インタフェースを有することができる。電力の入
力、チャンネル毎にデジタル可能、チャンネル毎に各チャンネルからの光パワーのアナロ
グ又はデジタルによるインタフェース制御、及び、チャネル毎の光ファイバケーブルから
の光パワー出力である。
【００９９】
　ＩＲ光は、０．２０＋／－０．０２の開口数を有するファイバから出力する。ファイバ
からの電力強度のプロファイルは、途中で最大である。プロファイルは、略中央でほぼ一
定であり、その後最後まで一貫して減少してもよい。
【０１００】
　モジュールの入力電圧は、５ＶＤＣ（＋／－０．５Ｖ）、１２ＶＤＣ（＋／－１．０Ｖ
）又は２４ＶＤＣ（＋／－２Ｖ）とすることができる。入力電圧は、一つ又は複数のこれ
らの値であってもよい。入力電圧（複数可）は、最大のユニット効率を得て、熱放散電力
を最小化するように選択することができる。
【０１０１】
　光パワーを制御するためのアナログラインは、入力電圧範囲０～５ボルトと、出力を生
成しない０ボルトと５ボルトの間で線形応答をする全ての出力とを有する信号コネクタに
設けられる。アナログ回線は、１０ｋΩより大きな入力インピーダンスを有することがで
き、コンピュータの電圧コントローラに接続することができる。信号の帯域幅及び関連す
るモジュールの応答は、０ｋＨｚ（ＤＣ）よりも大きく、１ｋＨｚ未満である。レーザ出
力（１０％～９０％）の立ち上がり時間（Ｔｒ）は、帯域幅（ＢＷ）と関連し、Ｔｒ＝０
．３５／ＢＷの関係である。１ｋＨｚの帯域幅については、関連付けられる立ち上がり時
間は３５０マイクロ秒である。
【０１０２】
　モジュールからのＩＲ光は、公称直径２００ｕｍ及び開口数（ＮＡ）０．２２を有する
光ファイバケーブルに結合する。光ファイバケーブルは、モジュールの外側に外部バルク
ヘッドコネクタを有するモジュールから着脱可能である。レーザモジュールコネクタは、
ＳＭＡ９０５コネクタを受け付ける。モデルの出力電力は、ケーブルの出力で測定される
。
【０１０３】
　レーザの出射は、反応室から約２１ｍｍに配置され、光ファイバレーザは、レンズを用
いて調整され、このレンズは、開口数を０．２２から、チップでのスポットサイズ直径～
６．７ｍｍに関連する、１６．７７度である光学系の先端からフルアングルまで、減少さ
せる。
【０１０４】
　１７２０ｎｍ（赤外線レーザ光線経路）での光出力は、以下（ｉ）～（ｉｉｉ）から構
成される。（ｉ）レーザハウジングが存在し、即時に（ｉｉ）光ファイバと結合され、光
ファイバは、（ｉｉｉ）レンズアセンブリ（開口数０．２２を有する）と接続し、レンズ
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アセンブリは、レーザビームを拡大する。レンズアセンブリは、垂直に取り付けられるの
で、出射するレーザは、チップを保持するモジュールのカバープレート近くの上方に向け
られる。チップは、レーザ経路がチップ及び／又は反応室の表面に対して垂直となるよう
に比較的、水平に取り付けることができる。また、レーザ経路は、垂線に対する角度で提
供することができる。温度検出経路は、垂線に対する角度で提供することができ、レーザ
経路と干渉しないように提供することができる。
【０１０５】
　例示的なレーザ操作手順／アルゴリズム制御
　レーザの起動手順：　システムがオンになると、レーザに電力が供給される。コンピュ
ータを介したソフトウェア・インタフェースによりコマンド信号が送信されたときのみ、
レーザ出射は起こる。
【０１０６】
　ＰＣＲ手順：　ソフトウェア・インタフェースを操作するに先立ち、チップは、カバー
付きホルダーの所定の位置に配置されるべきである。そのときになって初めて、レーザに
制御信号を送信するソフトウェアが使用されるべきである。温度感知（例えば、高温計）
フィードバック信号は、ソフトウェア・インタフェースを介してレーザが動作中であり、
且つ、ＰＣＲ手順が動作中の間はそのカバーが除去されるべきではないことを示すことが
できる。
【０１０７】
　レーザシャットダウン手順：　前カバーを取り外す前にレーザがオフになっていること
を確実にするために、ソフトウェアでは手動操作モードが選択でき、ゼロ出力電圧をそこ
に入力することができる。ソフトウェアを介して適切なコマンドを実行することにより、
レーザ出力をオフにすることができる。この手順は、各レーザについて繰り返すことがで
き、温度測定は、レーザがいかなる放射線を出力していないことを確認するために観察す
ることができる。また、電源供給を切断すると、レーザへの電源がオフになる。
【０１０８】
　例示的なＤＮＡの準備
　口腔スワブは、ドナーから得られ、且つ、ＺＹＧＥＭＴＭ緩衝液９８マイクロリットル
及びＰＲＥＰＧＥＭＴＭ酵素２マイクロリットルが加えられた。得られたサンプルは、従
来のサーマルサイクラーにおいて、７５℃で２分間及び９５℃で２分間、培養された。
【０１０９】
　ＰＯＷＥＲＰＬＥＸ（登録商標）１８：　ＤＮＡは、総容積１０マイクロリットルのた
めに、ＰＯＷＥＲＰＬＥＸ（登録商標）マスターミックス２マイクロリットル及びＰＯＷ
ＥＲＰＬＥＸ（登録商標）プライマー１マイクロリットルが加えられた。
【０１１０】
　ＩＤＥＮＴＩＦＩＬＥＲＴＭ：　ＤＮＡは、総容積１０マイクロリットルのために、Ｐ
ＹＲＯＳＴＡＲＴＴＭマスターミックス（Ｆｅｒｍｅｎｔａｓ社ＴＭ）５マイクロリット
ル、ＩＤＥＮＴＩＦＩＬＥＲＴＭプライマー（ＡＰＰＬＩＥＤ　ＢＩＯＳＹＳＴＥＭＳか
ら）２．２５マイクロリットル、ＳＰＥＥＤＳＴＡＲＴＭＤＮＡポリメラーゼ（タカラバ
イオから）０．２５マイクロリットル及び１０ｍｇ／ｍＬ　ＢＳＡ０．５マイクロリット
ルに加えられた。
【０１１１】
　例示的な熱サイクル手順／アルゴリズムの制御
【０１１２】
　ＰＲＯＭＥＧＡＰＯＷＥＲＰＬＥＸ（登録商標）：９６℃で１分間、（９４℃で５秒間
、６０℃で１０秒間、７２℃で１０秒間を）３０サイクル、且つ、最後に６０℃で６０秒
間。温度は、受動的又は能動的な冷却と併せて、コンピュータによる制御された加熱及び
アルゴリズム処理により維持される。
【０１１３】
　ＩＮＤＥＮＴＩＦＩＬＥＲＴＭ：９５℃で１分間、（９５℃で５秒間、５９℃で１０秒
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間、７２℃で１０秒間を）３２サイクル、且つ、最後に６０℃で６０秒間。温度は、受動
的又は能動的な冷却と併せて、コンピュータによる制御された加熱及びアルゴリズム処理
により維持される。
【０１１４】
　例示的な統合型チップサーマルサイクリング手順／制御アルゴリズム
【０１１５】
　ＬＩＦＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＥＲＴＭを使用して、サンプ
ルは、初期の変性工程のために、最初の温度９５℃で６０秒間保持された。次に、（ａ）
ＩＲレーザで９５℃に加熱され、５秒間保持され、（ｂ）ソースがオフになり、２．１°
Ｃ／秒で６０℃に受動的に冷却し、１０秒間保持され、且つ、（ｃ）次いで、３．７℃／
秒の速度で７２℃まで加熱し、１０秒間保持され、これらが２６サイクル行われた。その
後、最終延長が５分間あった。増幅の結果は、電気泳動によりチップ上で分離した。
【０１１６】
　ＰＲＯＭＥＧＡ　ＰＯＷＥＲＰＬＥＸ１８ＤＴＭを使用して、サンプルは、初期の変性
工程のために、最初の温度９５℃で６０秒間保持された。次に、（ａ）ＩＲレーザで９５
℃に加熱され、５秒間保持され、（ｂ）ソースがオフになり、２．１°Ｃ／秒で６０℃に
受動的に冷却し、１０秒間保持され、且つ、（ｃ）次いで、３．７℃／秒の速度で７２℃
まで加熱し、１０秒間保持され、これらが２７サイクル行われた。その後、最終延長が５
分間あった。増幅の結果は、電気泳動によりチップ上で分離した。
【０１１７】
　別の実施形態では、ＬＩＦＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＥＲＴＭ

を使用して、サンプルは、初期の変性工程のために、最初の温度９４℃で６０秒間保持さ
れた。次に、（ａ）ＩＲレーザで９４℃に加熱され、５秒間保持され、（ｂ）ソースがオ
フになり、２．１°Ｃ／秒で５９℃に受動的に冷却し、２０秒間保持され、これらが２７
サイクル行われた。次いで、７２℃で５分間の最終延長があった。増幅の結果は、電気泳
動によりチップ上で分離した。
【０１１８】
　ＰＲＯＭＥＧＡ　ＰＯＷＥＲＰＬＥＸ１８ＤＴＭを使用して、サンプルは、初期の変性
工程のために、最初の温度９４℃で６０秒間保持された。次に、（ａ）ＩＲレーザで９４
℃に加熱され、１０秒間保持され、（ｂ）ソースがオフになり、２．１°Ｃ／秒で５９℃
に受動的に冷却し、４０秒間保持され、これらが２７サイクル行われた。次いで、６０℃
で５分間の最終延長があった。増幅の結果は、電気泳動によりチップ上で分離した。
【０１１９】
　しかし、他の時間及び温度は、本開示の教示に従って利用することができ、上述の値は
、対応する時間の近似値が所定の範囲内に収まる近似値又は平均値とすることができる。
【０１２０】
　図９は、本開示による例示的なアルゴリズムプロセス９００を示すフローチャートであ
る。ステップＳ９０２では、パラメータは、プロセスを制御するために、システム、処理
システム又はコンピュータに入力される。例示的なパラメータは、反応室の材料、熱源（
複数可）の種類、冷却源（複数可）の種類、温度感知装置（複数可）の種類、反応室内の
流体の量、反応室内の主要な構成要素、温度、保持時間、サイクル数及び動作モードを含
む。動作モードは、自動、半自動又は手動に設定することができ、全プロセスを通して相
互作用の異なるレベルをユーザに提供する。周辺機器及びディスプレイを介してコンピュ
ータのＧＵＩ（グラフィカルユーザインタフェース）により入力することができる。パラ
メータのリストは、網羅的ではない。パラメータは、コンピュータのデータファイルに事
前に定義され、且つ、１つ又はいくつかのオプションを単に選択することでアクセスする
ことができる。また、テーブルデータファイルは、事前に定義された手順の設定を選択す
るために使用することができる。また、コンピュータは、期待される熱源、受動的冷却及
び期待される温度感知装置をデフォルトに設定することができる。さらに、デフォルトは
、予め設定された温度、保持時間、温度変化の速度及びサイクル数を含むことができる。
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【０１２１】
　パラメータがコンピュータに入力され、選択され及び読み込まれ、又は、そうでなけれ
ばステップＳ９０２の処理システムで定義され、且つ、機器（すなわち、マイクロ流体チ
ップ、ホルダー、熱源、冷却源及び温度センサ）及び流体が適切に確立され、変性ステッ
プがステップＳ９０４で提供されることができる。ステップＳ９０４における変性ステッ
プは、初期の時間に初期の変性温度で流体サンプルを保持することを含む。
【０１２２】
　ステップＳ９０４の変性ステップの後、サンプル、流体及び／又は反応室の加熱（本明
細書中で単に加熱と称する）は、ステップＳ９０６で開始する。ステップＳ９０６で、加
熱は、第１加熱速度で実行され、所定の第１加熱速度に到達するために、第１温度に到達
するまで、熱源を介して加熱量が印加される。別の実施形態では、加熱速度（すなわち、
第１速度）が定義されなくてもよい。第１温度は、ステップＳ９０８で第１時間保持され
る。
【０１２３】
　サンプル、流体及び／又は反応室（本明細書中で単に冷却と称する）の冷却は、ステッ
プＳ９１０で、受動的又は能動的のいずれか、第２の速度で又は少なくとも第２の速度（
すなわち、第２冷却速度）で第２温度まで実行される。別の実施形態では、第２冷却速度
（すなわち、第２速度）は、定義されなくてもよい。第２温度は、ステップＳ９１２で、
第２時間保持される。
【０１２４】
　ステップＳ９１４で、加熱は、第３加熱速度で実行され、所定の第３加熱速度に到達す
るために、第３温度に到達するまで、熱源を介して加熱量が印加される。別の実施形態で
は、第３加熱速度（すなわち、第３速度）が定義されなくてもよい。第３温度は、ステッ
プＳ９１６で第３時間保持される。
【０１２５】
　ステップＳ９０６～Ｓ９１６の手順は、１周期を定義する。パラメータ（すなわち、加
熱／冷却変数）は、自動モードが選択されている場合の所定の入力に基づいて、又は、半
自動モードが選択されている場合のユーザ入力に基づいて、各サイクルの後にステップＳ
９１８で選択的に調整することができる。手動モードで、ユーザは、各ステップ／手順を
制御し、コンピュータは、ユーザ入力が受信されるまで、１つ又は複数のアルゴリズムの
態様に進まない。
【０１２６】
　ステップＳ９２０では、サイクル数に到達するまで、ステップＳ９０６～Ｓ９１６又は
ステップＳ９０６～Ｓ９１８が複数回繰り返される。この数は、予め定義され又はリアル
タイムでユーザにより選択されることができる。また、この数は、サンプルの観察可能な
又は検出可能な特性に関連するセンサ入力に基づいて、自動的に、コンピュータにより選
択されることができる。
【０１２７】
　サイクルが完了した後、第３温度は、ステップＳ９２２で最終延長時間保持され、且つ
、Ｓ９２４で電気泳動が実行される。
【０１２８】
　上記のアルゴリズムでは、加熱及び冷却速度は、定期的に処理温度の測定値によりモニ
タされることができ、且つ、熱源による加熱量及び能動的な冷却装置により提供される冷
却量を調整することで制御することができる。特定の加熱／冷却設定が原因で、ある加熱
／冷却速度に到達することが知られている場合には、加熱／冷却速度をモニタすることは
必要ではないかもしれない。さらに、加熱／冷却速度は、ある閾値を超えていることを単
に確認するためにモニタしてもよい。
【０１２９】
　先に論じた例示的な実施形態によれば、以下の設定を適用することができる。
【０１３０】
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　サンプル／流体　容量：　１０ミリリットル
　変性：　９５°Ｃで６０秒間。
　サイクル数：　２７。
　第１温度：　９５°Ｃ。
　第１保持時間：　５秒間。
　第１速度：＞　３℃／秒（正、加熱）。
　第２温度：　６０°Ｃ。
　第２保持時間：　１０秒間。
　第２速度：　２．１℃／秒（負、冷却）。
　第３温度：　７２℃。
　第３保持時間：　１０秒間。
　第３速度：　３．７℃／秒（正、加熱）。且つ
　最終延長時間：　５分間。
【０１３１】
　別の例示的な実施形態によれば、以下の設定を適用することができる。
　サンプル／流体　容量：　＜１０ミリリットル
　変性：　５０～９６°Ｃで６０秒間。
　サイクル数：　２０～３５。
　第１温度：　５０～９５°Ｃ。
　第１保持時間：　２～１０秒間。
　第１速度：＞　３℃／秒（正、加熱）。
　第２温度：　５０～９６°Ｃ。
　第２保持時間：　５～２０秒間。
　第２速度：　２℃／秒（負、冷却）。
　第３温度：　５０～９６℃。
　第３保持時間：　５～２０秒間。
　第３速度：　３℃／秒（正、加熱）。且つ
　最終延長時間：　２～１５分間。
【０１３２】
　本明細書で示した又は説明したコンピュータアーキテクチャの複数のブロックは、単一
の処理システムで実施されてもよく、又は、プロセッサと称される可能性のある複数の処
理システムに渡って分散されてもよい。例えば、各アーキテクチャのブロックは、別個の
プロセッサ、システム又は論理コンポーネントとすることができる。
【０１３３】
　図１０は、例示的な処理システム又はプロセッサ１０００を示す。１つ又は複数のこの
ような処理システムは、本明細書の記載に従って、１つ若しくは複数のアルゴリズム又は
これらの一部、又は、１つ若しくは複数のアーキテクチャのブロック又はこれらの一部を
実行して又はが使用されることができる。
【０１３４】
　例示的な処理システム１０００は、１つ又は複数のマイクロプロセッサ又は同等物を使
用して実装されることができる。例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）及び／又は少なくとも
１つのアプリケーション特化型プロセッサＡＳＰ（図示せず）がある。マイクロプロセッ
サは、コンピュータ可読記憶媒体を使用する回路であって、本開示のプロセス及びシステ
ムを実行及び／又は制御するためのマイクロプロセッサを制御するように構成される。例
えば、メモリ回路（例、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、スタテ
ィックメモリ、ＤＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ、及びその等価物）がある。他の記憶媒体は、ハー
ドディスクドライブ又は光ディスクドライブを制御するコントローラを介して制御するこ
とができる。例えば、ディスクコントローラがある。
【０１３５】
　マイクロプロセッサ又はこの態様は、代替の実施形態で、本開示を増大する又は完全に
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実施するための論理デバイスを含み又は排他的に含むことができる。このような論理装置
は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰ
ＧＡ）、汎用配列ロジック（ＧＡＬ）及びそれらの等価物を含むが、これらに限定されな
い。マイクロプロセッサは、別の装置又は単一の処理機構とすることができる。さらに、
本開示は、マルチコアＣＰＵの並列処理能力により利益を享受する。また、マルチプロセ
ッサの配列で１つ又は複数のプロセッサにより提供される制御回路は、メモリに含まれる
一連の命令を実行するために採用されることができる。代替的に、ハードワイヤード回路
は、ソフトウェア命令に代わって又はソフトウェア命令と組み合わせて使用することがで
きる。このように、本明細書で論じる例示的な実装は、ハードウェア回路及びソフトウェ
アの特定の組み合わせに限定されるものではない。
【０１３６】
　別の態様では、本開示に従った処理の結果は、表示制御部を介してモニタに表示するこ
とができる。表示制御部は、好ましくは、少なくとも１つのグラフィックス処理ユニット
を含み、計算効率の改善のために、複数のグラフィックス処理コアにより提供されること
ができる。追加的に、Ｉ／Ｏ（入力／出力）インタフェースは、周辺機器としてＩ／Ｏイ
ンタフェースに接続可能なマイク、スピーカー、カメラ、マウス、キーボード、タッチベ
ースのディスプレイ又はパッドインターフェース等からの信号及び／又はデータを入力す
るために設けられる。例えば、本開示の様々なプロセス又はアルゴリズムのパラメータを
制御するためのキーボード及びポインティングデバイスは、追加の機能及び構成オプショ
ン又は制御表示特性を提供するために、Ｉ／Ｏインタフェースに接続することができる。
さらに、モニタは、コマンド／命令インタフェースを提供するためのタッチセンサ式イン
タフェースを備えることができる。
【０１３７】
　また、Ｉ／Ｏインタフェースは、冷却源（複数可）、熱源（複数可）及び温度センサに
接続される。
【０１３８】
　上記コンポーネントは、制御可能なパラメータを含むデータの送信又は受信をするネッ
トワークインターフェースを介してネットワーク、例えば、インターネット又はローカル
のイントラネットに接続することができる。セントラルバスは、上記ハードウェアコンポ
ーネント同士を接続するために設けられ、且つ、これらの間のデジタル通信のために少な
くとも一つの経路を提供する。
【０１３９】
　適切なソフトウェア、例えば、オペレーティングシステム又はアプリケーションは、メ
モリ及び記憶装置を含む処理システムのコンピュータ可読媒体に有形的に格納することが
できる。コンピュータ可読媒体の他の例は、コンパクトディスク、ハードディスク、フロ
ッピーディスク、テープ、磁気光学ディスク、ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フ
ラッシュＥＰＲＯＭ）、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ又は他のいかなる磁気媒体、コ
ンパクトディスク（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ）又はコンピュータが読取可能な他のいかなる
媒体を含む。ソフトウェアは、デバイスドライバ、オペレーティングシステム、開発ツー
ル、アプリケーションソフトウェア及び／又はＧＵＩを含んでもよいが、これらに限定さ
れない。
【０１４０】
　上記記載の媒体上のコンピュータコード要素は、解釈可能又は実行可能な任意のコード
メカニズムであってもよく、スクリプト、解釈可能なプログラム、ダイナミックリンクラ
イブラリ（ＤＬＬ）、Ｊａｖａクラス及び完全に実行可能なプログラムを含むが、これら
に限定されない。また、本開示の態様の処理の一部は、より良い性能、信頼性及び／又は
コストのために分散されてもよい。
【０１４１】
　本明細書に記載された手順及びルーチンは、システム、方法又はコンピュータプログラ
ム製品として具現化することができ、１つ又は複数の専用の回路又はプログラムされたプ
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用ハードウェアの形態、ハードウェアで実行される専用ソフトウェアの形態（ファームウ
ェア、常駐ソフトウェア、マイクロコード等を含む）又は専用のハードウェアコンポーネ
ント及び特定のアルゴリズムと処理コードで構成される汎用プロセッサの組合せによる形
態をとってもよい。ハードウェアコンポーネントは、「回路」、「モジュール」、「ユニ
ット」、「装置」又は「システム」と称される。ハードウェアにより実行される実行可能
なコードは、コンピュータプログラム製品のように有形のメモリ装置上で具現化される。
例としては、ＣＤ、ＤＶＤ、フラッシュドライブ、ハードディスクユニット、ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ及び他のメモリ装置を含む。
【０１４２】
　参照は、本開示の実施形態による方法、システム及びコンピュータプログラム製品のフ
ローチャート図及びブロック図においてなされる。これらの態様は、コンピュータプログ
ラム命令により実行される。これらのコンピュータプログラム命令は、マシンを生成する
ために汎用コンピュータ、専用コンピュータ、又は他のプログラム可能データ処理装置の
プロセッサに提供されてもよい。例えば、コンピュータ又は他のプログラム可能データ処
理装置のプロセッサを介して実行され、フローチャート及び／又はブロック図のブロック
又は複数のブロックで特定された機能／動作を実施するための手段を作成する命令がある
。
【０１４３】
　また、これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ可読媒体に格納すること
ができ、コンピュータ又は他のプログラム可能データ処理装置に、特定の方法で機能する
ように指示を出すことができる。例えば、コンピュータ可読媒体に格納された命令は、フ
ローチャート及び／又はブロック図のブロック又は複数のブロックで特定された機能／動
作を実行するための命令手段を含む作成項目を生成する。
【０１４４】
　また、コンピュータプログラム命令は、コンピュータ実行プロセスを生成するコンピュ
ータ又は他のプログラム可能装置で一連の動作ステップを実行させるために、コンピュー
タ又は他のプログラム可能データ処理装置に読み込まれてもよい。例えば、コンピュータ
又は他のプログラム可能装置で実行される命令は、フローチャート及び／又はブロック図
のブロック又は複数のブロックで特定された機能／動作を実現するためのプロセスを提供
する。
【０１４５】
　多くの実施形態が記載されてきた。上記に関わらず、本開示の精神及び範囲から逸脱す
ることなくなされた種々の改変は、理解される。例えば、開示技術のステップが異なる順
序で実行された場合、開示システムの構成要素が異なる方法で組み合わされた場合、又は
、構成要素が他の構成要素により置き換えられ又は補充された場合、好適な結果が達成さ
れてもよい。本明細書に記載された機能、プロセス及びアルゴリズムは、本明細書に記載
された機能、プロセス及びアルゴリズムを実行するためのプログラムコード及び／又はコ
ンピュータ命令を実行するように構成されたコンピュータプロセッサ及び／又はプログラ
ム可能回路を含むハードウェアで実施され、又は、これらを含むハードウェアにより実行
されるソフトウェアで実施されてもよい。追加的に、いくつかの実施形態は、これらに記
載されたものと同一ではないモジュール又はハードウェア上で実施されてもよい。結果的
に、他の実施形態は、主張した特許請求の範囲内にあってもよい。
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